
３

江江
戸戸
川川
左左
岸岸
連連
絡絡
道道
路路

関
宿
滑
空
場
入

  関
宿
滑
空
場
入
口口
かか
　
　
らら 

 
さ
ら

   さ
ら
にに
　
メメ
ーー
トト
ルル 
をを
拡
幅
拡
幅

600600

　
市
で
は
、
合
併
に
際
し
、
野
田
地
域

と
関
宿
地
域
の
均
衡
あ
る
発
展
を
目
指

す
た
め
に
、
平
成
　
年
度
か
ら
江
戸
川
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左
岸
道
路
の
道
路
幅
を
４
・
５
メ
ー
ト

ル
か
ら
７
メ
ー
ト
ル
に
拡
げ
る
工
事
を

進
め
、
す
で
に
千
　
メ
ー
ト
ル
の
区
間

760

で
完
了
し
ま
し
た
。

１
月
中
旬
か
ら
一
部
通
行
止
め
に

　
今
年
度
は
、
１
月
中
旬
か
ら
３
月
中

旬
ま
で
に
、

関
宿
滑
空
場

か
ら
北
側
の

約
　
メ
ー
ト

600
ル
の
区
間
の

工
事
を
行
い
、

り
ま
す
。ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、

県
道
結
城
野
田
線
へ
の
迂
回
を
お
願
い

し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
土
木
課

整
備
区
間
の
約
　
パ
ー
セ
ン
ト
が
完
了

70

す
る
予
定
で
す
。

　
工
事
期
間
中
は
、
東
宝
珠
花
地
先
か

ら
関
宿
滑
空
場
ま
で
が
通
行
止
め
と
な

　
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
①

　
   保
険
料
や
税
負
担
な
　

　
ど 

　
　
　
　
　
公
平
な
医
療
制
度
へ

広
域
連
合
」
が
設
立
さ
れ
、
被
保
険
者

の
認
定
や
保
険
料
・
給
付
の
決
定
な
ど
、

制
度
の
運
営
全
般
を
行
い
ま
す
。

　
個
人
の
年
間
保
険
料
は
、
２
年
に
一

度
見
直
さ
れ
ま
す
が
、
平
成
　
・
　
年

20
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度
の
保
険
料
は
、「
均
等
割
額
」（
３
万

７
千
　
円
）
と
「
所
得
割
額
」（
総
所
得

400

金
額
か
ら
　
万
円
の
基
礎
控
除
額
を
引

33

い
た
金
額
に
７
・
　
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗

12

じ
た
金
額
）
に
よ
り
算
出
し
ま
す
（
上

限
は
　
万
円
）。

50

　
保
険
料
の
支
払
い
方
法
は
、
原
則
年

金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
と
な

り
ま
す
が
、
年
額
　
万
円
未
満
の
年
金
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受
給
者
の
方
や
、
介
護
保
険
と
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
の
合
計
金
額

が
年
金
額
の
２
分
の
１
よ
り
も
多
い
方

は
、
納
付
書
や
口
座
振
替
な
ど
に
よ
り

個
別
（
普
通
徴
収
）
に
納
め
て
い
た
だ

く
こ
に
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
所
得
の
低
い
方
は
、
世
帯
の

所
得
に
応
じ
て
「
均
等
割
額
」
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

　
次
回
か
ら
は
、
保
険
料
の
計
算
方
法

や
医
療
給
付
の
内
容
な
ど
を
説
明
し
て

い
く
予
定
で
す
。

【
問
合
せ
】
国
保
年
金
課

　
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
中
で
、
今
後

も
安
定
し
た
医
療
制
度
の
運
営
を
確
保

し
な
が
ら
、
世
代
間
、
世
代
内
で
の
負

担
を
明
確
に
し
、
公
平
に
負
担
し
て
い

た
だ
く
た
め
、
4
月
１
日
か
ら
「
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
」が
施
行
さ
れ
ま
す
。

◆
老
人
保
健
制
度
を
廃
止

　
　
歳
（
一
定
の
障
害
が
あ
る
場
合
は

75
　
歳
）
以
上
の
方
は
、
国
民
健
康
保
険

65や
社
会
保
険
な
ど
の
医
療
保
険
制
度
に

加
入
し
な
が
ら
、
老
人
保
健
制
度
で
医

療
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
４
月
か
ら
は
、
今
ま
で
の
医
療
保
険

制
度
を
脱
退
し
、
新
し
く
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
、
医
療
を
受
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

◆
窓
口
負
担
は
今
ま
で
と
同
じ

　
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
医
療
費

の
患
者
負
担
は
、
今
ま
で
の
老
人
保
健

制
度
と
同
じ
く
、
所
得
に
応
じ
て
1
割

か
３
割
で
す
。

◆
県
内
で
保
険
料
は
原
則
均
一
に

　
ま
た
、
制
度
の
運
営
は
、
都
道
府
県

ご
と
に
設
置
さ
れ
た
広
域
連
合
が
行
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
千
葉
県
で
も
、
県
内
の
市
町
村
で
組

織
さ
れ
た
「
千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療

４月１日か　
　ら 

　
税
金
は
、健
康
で
安
全
、快
適
な
暮

ら
し
が
で
き
る
よ
う
、福
祉
の
充
実

や
、
道
路
、
下
水
道
、
施
設
の
利
用

な
ど
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
し
て
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
公
平
・
公
正
に
負

担
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
も
の
で
す
。

　
野
田
市
の
平
成
　
年
度
の
一
般
会
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計
予
算
で
も
、
歳
入
の
半
分
以
上
を

市
税
が
占
め
る
な
ど
、
皆
さ
ん
の
税

金
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
行

っ
て
い
ま
す
。

便
利
な
口
座
振
替
で
　

納
付
忘
れ
の
防
止
に

　
口
座
振
替
を
利
用
す
る
こ
と
で
、指

定
口
座
か
ら
、納
期
限（
納
付
す
る
期

限
）の
日
に
自
動
的
に
振
り
替
え
て
納

め
る
こ
と
が
で
き
、
期
限
を
う
っ
か

り
忘
れ
た
り
、
納
付
窓
口
に
出
か
け

る
負
担
も
な
く
、と
て
も
便
利
で
す
。

　
申
し
込
み
は
、
預
貯
金
通
帳
と
届

出
印
、
納
税
通
知
書
を
持
参
し
、
市

指
定
金
融
機
関
に
備
え
付
け
の
口
座

振
替
依
頼
書
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
（
収
税
課
は
受
付
の
み
）。

　
ま
た
、
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
未

納
の
方
に
は
、
法
律
に
基
づ
き
、
延

滞
金
も
徴
収
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
口
座
振
替
を
利
用
し
て
、
確

実
に
納
め
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
期
限
内
の
納
付
が
困
難
な

方
に
は
、
収
税
課
で
納
税
相
談
（
平

日
の
　
時
ま
で
と
日
曜
日
の
８
時
　

20

30

分
～
　
時
　
分
）も
行
っ
て
い
ま
す
。
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【
問
合
せ
】
収
税
課

  皆
さ
ん
の
貴
重
な
税
金
が

　
　
福
祉
の
充
実
や
市
民
生
活
の
支
え
に

シ
リ
ー
ズ
「
市
税
の
納
付
」
①


